
○島本町男女共同 参画推進条例  

平成１８年２月９日  

条例第１号  

我 が 国 で は 、 日 本 国 憲 法 に お い て 、 個 人 の 尊 重 と 法 の 下 の 平 等

がうたわ れて お り、男女 平等 と 女性の地 位向 上 に向けた 取組 が進

められてきた。  

こ れ ら の 取 組 は 、 昭 和 ５ ０ 年 （ １ ９ ７ ５ 年 ） の 国 際 婦 人 年 を 契

機として 、男 女 平等を求 める 流 れを受け て、 女 子に対す るあ らゆ

る形態の 差別 の 撤廃に関 する 条 約の批准 や雇 用 の分野に おけ る男

女の均等 な機 会 及び待遇 の確 保 等に関す る法 律 、さらに は男 女共

同参画社会基本法などの法整備がされてきた。  

し か し な が ら 、 現 実 の 社 会 で は 、 家 庭 、 地 域 、 学 校 、 職 場 そ の

他社会の 様々 な 分野にお いて 女 性に対す る人 権 侵害や男 女の 差別

的な取扱いなど、性別による固定的な役割分担意識が根強く残り、

今なお男女間に大きな格差が存在している。  

本 町 に お い て は 、 昭 和 ６ ０ 年 （ １ ９ ８ ５ 年 ） に 制 定 し た 島 本 町

人権擁護 に関 す る基本条 例を 基 本理念と し、 性 差別に関 わる 問題

は人権問 題と し て位置付 け、 島 本町男女 共同 参 画社会を めざ す計

画を策定 し、 女 性の地位 の向 上 や人権意 識の 啓 発に努め てき た。

とりわけ 町議 会 への女性 議員 の 進出は目 覚ま し いものが あり 、さ

らに、審 議会 委 員等への 女性 登 用につい ても 、 比較的早 くか ら そ

の推進に努め、実績をあげてきた。  

近 年 、 社 会 的 環 境 も 変 化 し 、 と り わ け 、 少 子 化 、 高 齢 化 、 国 際



化、高度 情報 化 、労働環 境等 の 変化の中 で、 す べての住 民が 平和

で豊かに 暮ら し ていくた めに は 、男女が 社会 の 対等な構 成員 とし

て様々な 分野 に 参画し、 共に 利 益を享受 し、 責 任を分か ち合 う男

女共同参画社会の実現が重要である。  

こ の よ う な こ と か ら 、 本 町 は 、 性 別 に か か わ り な く 一 人 ひ と り

の個性を尊重し、個人の能力を十分発揮できる社会の実現に向け、

町、住民 及び 事 業者が協 働し て 、その取 組を 総 合的かつ 計画 的に

推進するため、この条例を制定する。  

（目的）  

第１条  この 条 例は、本 町に お ける男女 共同 参 画の推進 に関 し、

基 本 理 念 を 定 め 、 町 、 住 民 及 び 事 業 者 の 責 務 を 明 ら か に す る と

と も に 、 男 女 共 同 参 画 の 推 進 に 関 す る 施 策 の 基 本 的 な 事 項 を 定

め る こ と に よ り 、 男 女 共 同 参 画 を 総 合 的 か つ 計 画 的 に 推 進 し 、

もって男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする 。  

（定義）  

第２条  この 条 例におい て、 次 の各号に 掲げ る 用語の意 義は 、当

該各号に定めるところによる。  

（ １ ）  男 女 共 同 参 画  男 女 が 、 社 会 の 対 等 な 構 成 員 と し て 、

社 会 の あ ら ゆ る 分 野 に お け る 意 思 決 定 の 場 に 自 ら の 意 思 を 持

って活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治

的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、か

つ、共に責任を担うことをいう。  

（ ２ ）  積 極 的 格 差 是 正 措 置  社 会 の あ ら ゆ る 分 野 に お け る 活



動に参画する機会に係る男女間の格差を是正するため、必要な

範囲内において、男 女のいずれか一方に対し、その機会を積極

的に提供することをいう。  

（ ３ ）  セ ク シ ュ ア ル ・ ハ ラ ス メ ン ト  職 場 そ の 他 の 社 会 的 関

係において、他の者に対し、その意に反した性的な言動をする

ことによりその者の就業環境等を害し、又は性的な言動を受け

た者の対応によ りその者に不利益を与えることをいう。  

（ ４ ）  ド メ ス テ ィ ッ ク ・ バ イ オ レ ン ス  配 偶 者 等 か ら の 身 体

的、心理的、経済的又は性的な暴力をいう。  

（基本理念）  

第３条  男女 共 同参画は 、次 に 掲げる事 項を 基 本理念と して 推進

されなければならない。  

（ １ ）  男 女 の 個 人 と し て の 尊 厳 が 重 ん ぜ ら れ る こ と 、 男 女 が

直接的又は間接 的に性別による 差別的取扱いを 受けないこと、

その他男女の人権が尊重されること。  

（ ２ ）  性 別 に よ る 固 定 的 な 役 割 分 担 等 を 反 映 し た 制 度 、 慣 行

等が、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及

ぼすことのないよう配 慮されること。  

（ ３ ）  男 女 が 、 町 に お け る 政 策 又 は 事 業 者 に お け る 方 針 の 立

案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。  

（ ４ ）  家 族 を 構 成 す る 男 女 が 互 い に 人 格 を 尊 重 し 、 相 互 の 協

力と社会の支援のもとに、子育て、家族の介護その他の家庭生

活 に お け る 活 動 及 び 社 会 生 活 に お け る 活 動 に 対 等 な 立 場 で 参



画できるようにすること。  

（ ５ ）  男 女 共 同 参 画 の 推 進 に 向 け た 取 組 は 、 国 際 社 会 に お け

る取組と密接な関係があることから、国際的な協調のもとに行

うこと。  

（６） 男女が、それぞれの身体的特徴についての理解を深め、

妊娠、出産その他 の 性と生殖に関して、自己決定が尊重される

とともに、生涯を通じた健康な生活を営むことについて配慮さ

れること。  

（ ７ ）  女 性 に 対 す る 身 体 的 、 心 理 的 、 経 済 的 又 は 性 的 な 暴 力

は、女性の人権に対する侵害であり、根絶されること。  

（町の責務）  

第４条  町は、男女共同参画の推進を重要な政策として位置付け、

前 条 に 定 め る 基 本 理 念 （ 以 下 「 基 本 理 念 」 と い う 。 ） に の っ と

り 、 男 女 共 同 参 画 の 推 進 に 関 す る 施 策 （ 積 極 的 格 差 是 正 措 置 を

含 む 。 以 下 同 じ 。 ） を 総 合 的 か つ 計 画 的 に 策 定 し 、 及 び 実 施 す

るものとする。  

２  町は 、男 女 共同参画 社会 の 実現のた め の 施 策を推進 する ため

に、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。  

３  町は 、男 女 共同参画 の推 進 について 、住 民 及び事業 者の 理解

及 び 連 携 が 深 ま る よ う 、 あ ら ゆ る 場 に お い て 必 要 な 施 策 を 積 極

的に講ずるものとする。  

４  町は 、国 及 び他の地 方公 共 団体と連 携し て 男女共同 参画 の推

進に取り組むものとする。  



（住民の責務）  

第５条  住民 は 、基本理 念に の っとり、 家庭 、 地域、学 校、 職場

そ の 他 の 社 会 の あ ら ゆ る 分 野 に お い て 、 男 女 共 同 参 画 の 推 進 に

努めなければならない。  

２  住民 は、 町 が実施す る男 女 共同参画 の推 進 に関する 施策 に協

力するよう努めなけれ ばならない。  

（事業者の責務）  

第６条  事業者は、その事業活動において、基本理念にのっとり、

男 女 が 共 同 に 参 画 す る こ と が で き る 体 制 の 整 備 に 積 極 的 に 取 り

組むよう努めなければならない。  

２  事業 者は 、 町が実施 する 男 女共同参 画の 推 進に関す る施 策に

協力するよう努めなければならない。  

３  事業 者は 、 その事業 活動 に おいて、 男女 の 職場にお ける 対等

な参画の機会の確保に努めなければならない。  

４  事業 者は 、 職場にお ける 活 動と家庭 生活 等 における 活動 が両

立できるよう環境の整備に努めなければならない。  

（教育関係者 等の責務 ）  

第７条  学校 教 育を始め 、家 庭 、地域、 職場 そ の他社会 のあ らゆ

る 分 野 の 教 育 に 携 わ る 者 は 、 男 女 平 等 の 理 念 を 推 進 す る 教 育 を

行うよう努めなければならない。  

（性別による権利侵害等の禁止）  

第８条  何人 も 、直接的 又は 間 接的を問 わず 、 性別を理 由と する

権利侵害及び差別的取扱いを行ってはならない。  



２  何人 も、 家 庭、地域 、学 校 、職場そ の他 社 会のあら ゆる 分野

において、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない 。  

３  何人も、ドメスティック・バイオレンスを行ってはならない。  

（公衆に表示する情報に関する留意）  

第９条  何人 も 、公衆に 表示 す る情報に おい て 、性別に よる 固定

的 な 役 割 分 担 、 異 性 に 対 す る 暴 力 的 行 為 を 助 長 す る 表 現 そ の 他

性差別を助長する表現を行わないよう努めなければならない 。  

（基本計画の策定）  

第１０条  町 長 は、男女 共同 参 画の推進 に関 す る施策を 総合 的か

つ 計 画 的 に 推 進 す る た め 、 男 女 共 同 参 画 の 推 進 に 関 す る 基 本 的

な計画（以下「基本計画」という。）を策定するものとする 。  

２  町長 は、 基 本計画を 策定 す るに当た って は 、あらか じめ 、島

本 町 人 権 啓 発 施 策 審 議 会 の 意 見 を 聴 く と と も に 、 住 民 及 び 事 業

者の意見を反映させるための適切な措置を 講ずるものとする 。  

３  町長 は、 基 本計画を 策定 し たときは 、速 や かにこれ を公 表す

るものとする。  

４  前２項の規定は、基本計画の変更について準用する。  

（施策策定上の配慮）  

第１１条  町 は 、男女共 同参 画 の推進に 影響 を 及ぼすと 認め られ

る 施 策 を 策 定 し 、 及 び 実 施 す る に 当 た っ て は 、 男 女 共 同 参 画 社

会の推進に配慮するものとする。  

（広報活動等）  

第１２条  町 は 、住民及 び事 業 者の男女 共同 参 画に関す る理 解を



深 め る た め 、 広 報 、 啓 発 、 情 報 の 提 供 、 教 育 そ の 他 必 要 な 措 置

を講ずるものとする。  

（調査研究）  

第１３条  町 は 、男女共 同参 画 の 推進に 関す る 施策の策 定及 び実

施に必要な調査研究を行うものとする。  

（セクシュアル・ハラスメント等の防止及び被害者支援）  

第１４条  町は、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック ・

バ イ オ レ ン ス 等 の 防 止 の た め の 取 組 を 進 め 、 及 び こ れ ら の 被 害

を受けた者に対し、必要な支援を行うものとする。  

（苦情等への対応）  

第１５条  住 民 は、町が 実施 す る男女共 同参 画 の推進に 関す る施

策 又 は 男 女 共 同 参 画 の 推 進 に 影 響 を 及 ぼ す と 認 め ら れ る 施 策 に

関 し 苦 情 そ の 他 の 意 見 が あ る 場 合 は 、 そ の 旨 を 町 長 に 申 し 出 る

ことができる。  

２  町長 は、 前 項の規定 によ る 申出を受 けた と きは、速 やか に対

応 す る と と も に 、 必 要 に 応 じ て 、 島 本 町 人 権 啓 発 施 策 審 議 会 に

諮問し、適切な措置を講ずるものとする。  

（相談）  

第１６条  住 民 は、男女 共同 参 画の推進 を阻 害 する要因 によ る人

権 侵 害 を 受 け た と き 又 は そ の お そ れ が あ る と き は 、 そ の 旨 を 町

長に相談することができる。  

２  町長 は、 前 項の規定 によ る 相談を受 けた と きは、関 係機 関等

と 連 携 を 図 り な が ら 迅 速 か つ 適 切 に 処 理 を 行 わ な け れ ば な ら な



い。  

（推進体制）  

第１７条  町 は 、男女共 同参 画 の推進に 関す る 施策を総 合的 かつ

計画的に推進するため必要な体制の整備 に努めるものとする 。  

（年次報告）  

第１８条  町 長 は、男女 共同 参 画の推進 に関 す る施策の 実施 状況

について、年次報告を作成し、これを公表するものとする。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成１８年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この 条例 の 施行の際 現に 策 定され、 及び 公 表されて いる 男女

共 同 参 画 の 推 進 に 関 す る 計 画 で あ っ て 、 基 本 計 画 に 相 当 す る も

の は 、 第 １ ０ 条 （ 第 ４ 項 を 除 く 。 ） の 規 定 に よ り 策 定 さ れ 、 及

び公表されたものとみなす。  

（島本町人権啓発施策審議会条例の一部改正）  

３  島本町人権啓発施策審議会条例（ 平成７年島本町条例第１号）

の一部を次のように改正する。  

〔次のよう〕略  

 


